
たかやま労基署だより（R6.09） 高山労働基準監督署

注１)カッコ内は死亡者数 注2)死傷者数は休業4日以上のもの 注３）新型コロナウイルス感染症除く

令和６年の労働災害発生状況について（８月末）

令和６年 令和５年
令和４年
(参考)

対前年比
増減数、増減率

全産業 102 (2) 91 (1) 101 (1) 11 12.1%

製造業 25 31 (1) 21 -6 -19.4%

建設業 22 (2) 15 19 (1) 7 46.7%

運送業 4 3 7 1 33.3％

林業 7 5 9 2 40%

小売業 3 3 13 ±0 0%

社福祉 11 2 2 9 450%

旅館業 11 9 6 2 22.2%

その他 19 23 24 -4 -17.4%

令和６年１０月１日より、岐阜県最
低賃金が時間額1001円となります。
※昨年（令和５年の岐阜県最低賃金の時間額950
円）と比較し、51円増額されました。
毎年、賃金額を引き上げている場合でも気づかな
いうちに最低賃金を下回っていることがありますの
で、賃金額が最低賃金を下回っていないか一度ご
確認ください。

詳しくはこちらをご覧ください。

最低賃金など、賃金の支払についてご不明な場合は高山労働
基準監督署までお問合せ下さい。（0577-32-1180）

はさまれ・巻き込まれ災害が急増しています！

令和６年７月以降、高山労働基準監督署管轄内の事業場にお
いて、機械設備等による、はさまれ・巻き込まれ災害が急増して
います。
はさまれ・巻き込まれ災害を未然に防止するために次の措置
を講じましょう。（①⇒②⇒③の順で講じるのが効果的です。）
①機械付近での作業の廃止又は変更（本質安全化）
②機械に巻き込まれるおそれのある箇所に覆い等を設ける
（工学的対策）
③関係者への教育やマニュアルの作成・周知（管理的対策）

その他、職場の安全衛生についてご不明点がございましたら、
高山労働基準監督署 安全衛生課までお問い合わせください。

岐阜県の最低賃金が変わります

第75回全国労働衛生週間のお知らせ

全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改
善など「労働衛生」に関する国民の意識を高め、職場の自主
的な活動を促して労働者の健康を確保することを目的として
毎年実施しています。

この機会を利用して職場における健康管理はもとより、女性
や高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりやメ
ンタルヘルス対策等の総点検をしましょう。
【実施期間】
令和６年10月１日から同月７日まで（９月は準備期間）

【今年度のスローガン】
推してます みんな笑顔の 健康職場


